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　いつも、宇田川ゆきお県議の政治活動
にご理解・ご協力を賜り、ありがとうご
ざいます。
　さて、政治のあり方を考察すると政治
とは「安全・安心を担保しながら、住みよ
い生活環境を実現するために機能する
もの」だと言えます。都市化とともに地
域社会が形成され、集団生活が余儀なく
されてくると、そこでの様々な危険や不
安に対して具体的な対応をしていくこと
が必要になります。平穏な日常生活を
送っていられれば良いのですが、経験し
たことのないような異変に直面すること
もあります。
　近年は、地球温暖化による真夏日の
連続で、熱中症患者が激増、線上降水帯
や、爆弾低気圧の発生に加え、台風によ
る暴風雨、竜巻の被害、さらに首都圏直
下型地震による大災害なども危惧され
ています。これらの自然災害を防止する
ことは人類の英知の限界を超える事象
であり、被害や損失を可能な限り少なく

抑える「減災」の方向で対応せざるを得
ません。私たちの八潮市は市域全体が
低地であることから、水害に悩まされて
きました。堤防を築いたり、排水機能を
高めてきましたが、それは自然災害と向
き合ってきた歴史的な証だとも言えます。
　このような自然災害と違って、人の手
によって引き起こされる「人為的な災害
（人災）」があります。人災は火災、大気
汚染、交通事故、医療事故など広範囲に
わたりますが、注意深く行動することに
より、予防は可能です。原因の究明や分
析を経て 損害賠償の問題につながり、
さらに再発を防ぐための措置が講じら
れます。

　本年1月28日に八潮市中央1丁目で発
生した道路陥没事故は、典型的な人為災
害そのものです。県南の広域自治体の
住民が供用する公共下水道が破裂し、八
潮市民が犠牲になっている現実がありま
す。原因が、八潮市の埋設管ではなく、

県の管理によるものであるところに複雑
な事情が錯綜します。つまり、県の下水
道整備の骨格は国がつくり、国のガイド
ラインに従って点検していたにもかかわ
らず事故が起こったのは、国の責任だと
の見解になります。当然、国と県が連携
して保証や復旧工事を進めていかなけ
ればなりません。
　県議会は地域住民の声を聞きながら
国や県にアプローチするために県議会
に「八潮市道路陥没事故等調査特別委
員会」を設置し、宇田川ゆきお県議が委
員長に選出されました。委員会では大
山市長と情報共有をしながら、被害者対
策や復旧工事について質疑を深めたと
のことでした。さらに、未経験の陥没事
故であるため、国の補償制度の新設や住
民・事業者への速やかな補償を求めるこ
とを決議・意見書など採択し、対応を強
く求めました。
　引き続き、宇田川ゆきお県議は早期復
旧と再発防止を図るため、国や県を動か
して、日々、全力で奮闘中です。市民の
安全・安心を確保するため、これからも
頑張ってまいります。
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道路陥没問題、その後のご報告

宇田川ゆきお特別委員長、
（八潮市道路陥没事故調査等特別委員会）
陥没事故の復旧・補償・再発防止…。
地元議員として、安全・安心に全力！

政治の本分は「安全・安心と
住みよい生活環境の実現」

国の責任で補償制度の新設を。
県と市の連携をさらに進める。
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道路陥没事故による被害を受けている全て
の住民や事業者に寄り添い、今後も適切に
補償に関する対応を行うとともに、事故対応
に関する情報提供を積極的に行うなど、き
め細かな支援を行うこと。

国においては、将来にわたる住民の安心と安全
を確保するため、道路陥没事故の復旧事業に関
し、地方自治体と住民の負担がないよう最大限
の財政措置を行うとともに、地方自治体と連携し
て新たな補償制度を創設することを強く求める。

都道府県や市町村が、国の定めた基準等に基づく
下水道施設のマネジメントを確実に行えるように、
国は十分な予算を確保し、国庫補助率や地方交
付税措置率を引き上げるなど、都道府県や市町
村が受け取ることができる額の増額を図ること。

国においては、探査技術の研究開発のため
の予算を十分確保するとともに、産学官連
携を推進し、研究機関や民間企業の研究開
発支援や新たな調査手法の導入推進を積
極的に行うことを強く求める。

　委員長を拝命しております、八潮市道路陥
没事故調査等特別委員会が10月９日に行われ
ました。冒頭、自民党県議団の松澤正委員（東
第12区吉川市松伏町選出）より、住民の皆さ
まが取り纏めて下さったアンケート結果を生の
声として真摯に受けとめて漏れのない対応を
行うよう県に求めました。委員会では、原因究
明委員会の中間取りまとめ、補償の実施状況
の報告がなされ、質疑討論後に、県に対して今
後も適切に補償に関する対応などを求める
「道路陥没事故に係る住民•事業者に寄り添っ
たきめ細やかな支援等を求める決議」、国に対
して「道路陥没事故の復旧事業費等における
財政措置を求める意見書」「持続可能な下水道
管理体制の構築を求める意見書」「路面下空洞
探査技術の研究開発支援等を求める意見書」
を可決し、同月15日の本会議で可決されまし
た（決議および意見書については下記抜粋を
参照）。

　前号でお伝えした通り、道路陥没事故に関
する補償について８月22から24日までの３日

間、補償対象となる住民の方、事業者の方に県
は説明会を開催致しました。事業者の方へは、
道路陥没事故により交通規制の範囲内の事業
者の方には営業補償として、休業または売上
減少に対する営業補償、掛かり増し経費の補
償を行うこととし、範囲外の事業者の方には
個別対応を行うとしました。土地を工事ヤード
用に借上げ契約を締結している事業者の方に
は土地の使用に係る補償として借地補償、休
業•営業補償について個別対応を行なっていま
す。住民の方、事業者の方向けには、「電気代
等の補償」「家屋補償」「脱臭機の配布」「その
他の補償」を行うこととされました。道路陥没
事故の原因究明委員会の結論を待たずに補償
を行うべきとする私たちの主張に知事をはじ
め執行部も応えていただきました。「その他の
補償」は住民の方に１世帯あたり３万円、世帯
人員１人につき２万円、事業者の方には一律
10万円を補償するとしていますが、これにとど
まらず国の補助を前提とした増額を求めてま
いります。また、事故現場周辺では健康被害
に不安を感じていらっしゃるとのお声も多く、
とくに精神的な被害に遭われている方もい

らっしゃいます。そういった、精神的な被害も
含めてのご支援については、私たち自民党県
議団がかねてより主張したきたものでありま
すが、私たちは更なるかたちを目指します。

　さらに、八潮市においても11月７日に行われ
ました臨時議会において、補正予算として事故
現場から約200メートル以内、事故の交通規
制の影響を受けているなど約500世帯の方々
に対して、１世帯あたり３万円の見舞金給付が
決まりました。大山忍市長とは今後も連携を
深めながら、とりこぼしのないようご支援をし
てまいります。そして、復旧へ向けた工事に関
してですが、通行止めをしている県道松戸草加
線について、令和７年度末を目標に暫定２車線
で供用開始できるよう復旧工事を進めていま
す。ご不便ご迷惑をおかけしますが、引き続き
ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあ
げます。地元選出の県議会議員として皆さま
のお声を伺い、皆さまとの対話を大切にし、皆
さまに寄り添ったあたたかい対応を県、国に引
き続き力強く求めてまいります。

国民の安全を守るために、国が誠意を持って対応することは当然です。したがって、県が
150億円出資しているのに対して、国が45億円とは、我々として納得がいかない数字です。
国策によって進められた事業による事故、災害に対しては、国が責任をもって国民の生命、財
産を守ることがシンプルな考えですので、その上で県や市が協力していくことが基本だと考
えます。国民の安全・安心を担保するために、国が先ずは責任を持ち、県の役割、市の役割を
しっかりと明確にして対応しなければなりません。

（起債等を含む）

※完全復旧までの総事業費は300億円超となる見通し
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破損管の
仮復旧等
（①②③）

令和7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月～

令和8年度以降

道路の復旧（④）
※県道の
暫定2車線供用

抜本的対策
（複線化工事）

ガラ撤去、地盤改良等

測量・設計、支障物撤去等

ルート検討・測量・設計等

道路工事

※今後の現場状況によって、工程が変更となる場合があります。 工事

雨水管
仮復旧

①管復旧（管敷設・管更生）
年内完成を目標

年度内完成を目標

③仮排水管撤去、埋戻し

②雨水管本復旧②雨水管本復旧

【総事業費】
・ 工事費
・補償費

195億円
183億円
12億円

【財源内訳】
・国庫補助金
・県負担

45億円
約150億円

（10/30時点・概算）
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■復旧工事の進捗状況と工程表 ■これまでに要した事業費と財源

八潮市道路陥没事故調査等特別委員会で委員長として審議をリード
（中央：宇田川ゆきお）

八潮市道路陥没問題に関連した「決議」および「意見書」の抜粋（令和7年10月15日）
道路陥没事故に係る住民・事業者に寄り
添ったきめ細かな支援等を求める決議

道路陥没事故の復旧事業費等に
おける財政措置を求める意見書

持続可能な下水道管理体制の
構築を求める意見書

路面下空洞探査技術の研究
開発支援等を求める意見書

8月の県の説明会をもと
に、

さらにきめ細やかな対応
を…

皆さまとの対話を大切
に、

国・県に働きかけてい
く。


